
 

入札募集情報 

 

令和元年５月１３日公告 

物件番号 西はりま第７号 

物件名 水難救助用ボート購入 

納入場所 揖保郡太子町老原５５４番地１  太子消防署 

納入期限 令和元年９月３０日まで 

担当課 西はりま消防組合消防本部警防課 

業務概要 水難救助用ボート購入 １式 

入札参加資格 

（全項目に該当する者） 

① 登録要件 

西はりま消防組合入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録がある者 

② 住所要件 

なし 

③ その他 

・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県

から指名停止を受けていない者 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定

する入札参加者の資格制限に該当しない者 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申

立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続

開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなさ

れた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画

の認可決定を受けたものはこの限りでない。 

・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずるものとして、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 

予定価格 有 ／ 事後公表 

最低制限価格 無 

入札方法 郵便方式（一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可） 

※封筒（任意）に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入するこ 

と。 

入札書の提出期限及

び提出先 

提出期限 令和元年５月３０日（木）午後５時必着 

（※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。） 

提出書類 
・入札書（入札金額には、消費税は含みません。） 

・内訳書 



提出先 ６７１－１６９２ 

兵庫県たつの市揖保川町正條２７９番地１ 

 西はりま消防組合 消防本部総務課 

開札の日時及び場所 日時 令和元年５月３１日（金） 午前１０時 

場所 西はりま消防本部 本部会議室（３階） 

その他 代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。 

仕様書の配布 組合ホームページに掲載 

入札に関する質問 期日 令和元年５月２０日（月）午後４時まで 

方法 

質問書により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）

へ FAX送信。 

送信後、送信した旨の確認電話をすること。 

（TEL0791-76-7119） 

質問に対する回答 期日 令和元年５月２３日（木） 

方法 組合ホームページに掲載 

保証金 入札保証金 ／ 契約しようとする金額の５％以上 

        ただし、契約規則第１２条に該当する場合は免除。 

契約保証金 ／ 契約金額の１０％以上 

支払条件 前金払 ／ 無 

部分払 ／ 無 

同額入札の場合の落

札決定 

開札の結果、落札となるべき同額入札者が２人以上あるときは、入札者

本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決

定する。 

ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合

は、令和元年６月３日（月）午前１０時から西はりま消防組合消防本部に

おいてくじ引きを実施し落札者を決定する。 

なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当

該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。 

注意事項 ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 

・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかか

わらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の

対象となる。 

・別紙「入札に関する注意事項」参照 



その他 ・入札執行回数 ２回 

・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者

を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を

満たしている場合は、落札を決定する。 

 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合

は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。 

 



物件（業務）番号 西はりま第７号 

 

入  札  書 

 

物 件(業務)名   水難救助用ボート購入  

 

納 入 場 所  揖保郡太子町老原５５４番地１ 太子消防署 

 

 

入 札 金 額  ￥                     

 

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約

条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。 

 

令和元年５月３１日 

 

西はりま消防組合 

 管理者 山本 実  様 

入札者 住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                ㊞ 



入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式（キリトリセン内）を貼りつけてください。

〒671-1692

　　　兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合　消防本部総務課　　宛

① 物件番号 西はりま第７号 消防組合受付印

② 開札日 令和元年５月３１日

③ 商号または名称

④ 代表者氏名

別紙

何も記入しないでください。

③④は入札参加者が必ず記入すること。

キリトリセン 

入札書在中 



 

委     任     状 
 

  私は、                               を代理人と定め下記の

権限を委任します。 

 

記 

 

                                                        の 

入札及び見積に関する一切の権限 

 

受 任 者 

使 用 印 鑑 

 

 

     

         年     月     日 

 

西はりま消防組合 

 管理者 山 本  実  様 

 

         住        所 

         商号又は名称 

代表者氏名                                        ○印  



（別紙３） 

質 問 書 

 

【質問】 

件名 西はりま第７号 水難救助用ボート購入 

 

 

 

社名  

担当者  

電話  FAX  

E-mail  



 

入札に関する注意事項 

 

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、

必ずお読みください。 

 

１ 関係法令 

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟 

知のうえ、入札に参加してください。 

 

２ 入札書等の作成要領 

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。 

記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十

分ご注意ください。 

⑴入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。 

⑵入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代

表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記

入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し

押印してください。 

⑶入札書の日付は、入札（開札）の年月日を記載してください。 

⑷記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇

所に押印してください。ただし、入札金額の訂正は一切認めません。 

⑸入札書の入札金額には、消費税を含めないでください。 

 

３ 入札書等の提出 

⑴入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。 

⑵提出方法は、一般書留郵便及び簡易書留郵便で提出してください。 

⑶提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面

に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんし

てください。 

⑷１枚の封筒には、１件分の必要書類しか入れることはできません。 

 

４ 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札） 

  入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通

郵便可）又は直接提出してください。 

 

別紙 



５ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。 

⑴入札書等の必要書類が同封されていない入札 

⑵入札書に記名押印のない入札 

⑶件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記

載のない入札又は不明確な入札 

⑷誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印

のない入札 

⑸入札金額を訂正した入札 

⑹予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合） 

⑺談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札 

⑻入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札 

⑼虚偽の申請により資格を得た者のした入札 

⑽入札に関する条件に違反した入札 

 

６ 落札者の決定 

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手

続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当

職員の指示に従ってください。 

 

 



 

 

 

 

 

令和元年度 
 

 

 

水難救助用ボート 

仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西はりま消防組合 
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第１ 総  則 

 １ この仕様書は、西はりま消防組合（以下「消防組合」という。）が令和元年度に購入 

し、太子消防署へ配備する水難救助用ボート（以下「ボート」という。）について定め 

るものである。 

 ２ 受注者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不審な点については、消防組合担当 

員に質問し充分に熟知したうえで契約するものとし、契約後における一切の疑義は、 

全て消防組合の解釈に従うものとする。なお、質疑応答事項は、本仕様書の追補とす 

  る。 

 ３ 受注者は、消防組合立会いのもとで、次の検査を行うものとする。 

  ⑴ ボート本体の検査 

⑵ 付属品員数及び機能検査 

⑶ 各資機材の員数検査 

 

第２ 品名及び数量 

 １ ボート本体 

   アキレス株式会社製     FRB-380   一式 

   （キャリーバック、オール、フットポンプ、補修キット、取扱説明書含む） 

 ２ 船外機 

   ホンダ技研工業株式会社製  BF20D LHSJ  一式 

（標準工具、燃料タンク、プライマー付き燃料ホースを含む） 

 

第３ 仕  様 

１ ボート本体 

⑴ 材質 

ボート本体は、長期使用に耐えうるよう４層ゴム布引きとし、基布素材について 

   はナイロン 940dtex、基布層より表面はクロロスルホン化ポリエチレン（以下「CSM」 

   という。）を主材とするゴム層 1層、裏ゴム層はクロロプレンゴムを主材とするゴム 

２層で構成すること。なお、船底部については地物等による破損防止として、別途 

CSMゴムコーティングのケブラー繊維を取り付け強化すること。 

⑵ サイズ及び諸元 

最大搭乗人員 ６人 

最大積載重量 710㎏ 

船体寸法 
全長 3,800㎜/全幅 1,610㎜ 

深さ 550㎜ 

船体総重量 78㎏ 

気室数 本体チューブ４＋キール１ 

⑶ 充気口 
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ア 各気室には、充気バルブを設け空気の逆流を防止する逆止弁つきの大口径プラ

スチックバルブとし、バルブキャップを取り外すとチューブ内のエアーが抜ける

構造であること。 

イ 充気口内径は 25mm以上、排気口内径は 30㎜以上であること。 

ウ チューブへの過充気を防ぐ為、本体チューブに安全弁を装備すること。 

⑷ デッキ 

 デッキは、素早い組立が可能であるアルミ製のロールアップフロアとすること。 

⑸ 吊り上げ装置 

ボート本体に、クレーン等で吊り上げ可能な金具を４箇所以上備えること。 

  ⑹ 記入文字 

    ボート両側面に白丸ゴシック体で「兵庫 西はりま消防本部」と記入すること。 

    なお、左右とも左側からの文字表記とする。（文字サイズについては、別途協議） 

 ２ 船外機 

  ⑴ 船外機緒元 

エンジン 水冷４ストローク２気筒 

排気量 350㎤ 

定格出力 20ps 

燃料噴射方式 キャブレター 

始動方式 リコイル式 

操舵方式 テイラーハンドル 

乾燥重量 52㎏ 

  ⑵ 安全装置 

   ア 運転者の落水等に備え非常停止スイッチを設けること。 

   イ エンジンオイル循環表示灯を設けること。 

   ウ 冷却水の循環確認のため検水口を設けること。 

  ⑶ プロペラガード 

    航行中における浮遊物や岩礁等によるプロペラ本体の損傷及び潜水活動隊員への

安全措置としてステンレス製のプロペラガードを取り付けること。なお、キャビテ

ーション等による航行に支障がない構造とすること。 

 

３ 付属品及び数量 

名  称 数量 型式等 

椅子板 ２ AL879 

船検プレート １ N-PT2(２個/組) 

充気装置 １ エアーガン♯300 （300MPa空気ボンベ対応品) 

プロペラ １ 純正品（交換消耗品含む） 

船外機移動スタンド １ アルミ製 20馬力用 
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第４ 補  足 

１ 保証 

ボート本体チューブの保証期間は 5年間とする。（「アキレスボート保証書」の内容 

に従う） 

２ 登録費用 

登録に関する一切の経費については、受注者が負担すること。 

３ 現有船舶の対応 

   受注者は、太子消防署配備のアルミボート一式（船外機含む）の永久末梢登録を行 

うとともに、ゴムボート及び船外機を処分すること。その際、発生する費用について 

は、受注者の負担とする。 

４ 納入期限及び納入場所 

⑴ 納入期限    令和元年 9月 30日 

 ⑵ 納入場所    新規船舶検査及び新規船舶登録を受け、太子消防署に納入する 

こと。また、船舶検査に係る法定備品については、太子消防署 

保有の資器材で対応すること。 

以上 


